
紙の請求書（青色の指定請求書）により行っていただ
いている大林組へのご請求について、この度電子請
求で行えるようになりましたのでご案内いたします。
大変便利なシステムですので導入を進めてください。

【対象】 ★導入済企業数 約400社
①請求内容が以下のいずれかであること。

産廃、警備、材料、仮設材（販売・リース）、
工事機械レンタル、工器具、経費等
※労務、外注工事は対象外

②請求金額が、１現場、１月あたり300万円未満で
あること（但し、産廃、警備は除く）。

◆請求費用の削減
システムのご利用にあたり料金は一切かかりません。請求書の郵送費、指定書式購入費が削減できます。

◆請求業務の省力化
請求書の郵送手間や写しの保管整理が不要となります。また、万が一の再作成時もデータのみで実施可能な
ため煩雑さから解放されます。

メリット

【電子請求とは】
コンストラクション・イーシー・ドットコム（CEC）が
提供する請求データ送受信サービス「CEC-Q請
求」を利用して、毎月の請求データを送信します。

・

申込方法

・CEC-Q請求の操作について
CEC-Q請求ヘルプデスク 03-3595-4609 help-qseikyu@construction-ec.com

・大林組への電子請求全般について
お取引されている工事事務所 または
上記工事事務所を管轄する本支店の経理課

お問合せ先

ChromeまたはEdgeで、CECのホームぺージ（https://www.construction-ec.com/）
から利用申込書をダウンロード（※）し、必要事項を記入のうえ申込してください。
※ CECホームぺージのトップ画面右上「CEC-Q請求ログイン」 → 大林組専用画面右上「マニュアル関連」

大林組専用画面 【マニュアル関連】

こちらから利用申込書を
ダウンロードしてください

CECホームページ

mailto:help-qseikyu@construction-ec.com
https://www.construction-ec.com/

